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～はじめに～ 

 

 

１、先の衆議院選挙の歴史的意義と今後のたたかいについて 

 

 〇野党共闘で政権交代に挑んだ衆院選――共闘効果で自公を追いつめる成果 

 〇“権力転落の危機”に焦る自公――凄まじい組織動員、徹底した共闘攻撃 

 〇大義と魅力を伝えきれなかった共闘勢力――自公への競り負け、維新の躍進 

 〇コロナ禍のなかでの選挙戦――共闘の原点・原動力である国民運動が見えない 

 〇次期参院選に向けた大きな課題――たたかいの高揚で共闘を鍛え、変革を起こす 

 〇社保協への期待――生活と人権の守り手、運動・共闘の架け橋としての役割を 

 

 

２、「国保改革」の現段階と制度改革の展望 

 

 〇「国保の都道府県化」をめぐる攻防――「国保の構造問題」が大争点に 

 〇加入者の高齢化・貧困化・重症化――「構造問題」は抜本的に改善されず 

 〇牙をむき出した国保改悪――保険料の統一化、繰入解消をめぐる圧力の強化 

 〇真の国保改革の旗をかかげて――全国知事会、全国市長会とも基本方向で一致 

 〇繰入解消の圧力と対峙する――子どもの均等割減免、自治体独自の減免を広げる 

 〇コロナ減免の不備問題――自治体の上乗せで救済、国による免除制度の創設こそ 

 〇滞納処分をめぐる反撃――貧困拡大の現実に政府も修正を余儀なくされる 

 〇国保問題は貧困問題――コロナ危機が浮き彫りにした現実を踏まえて 

 

 

３、岸田政権の「全世代型社会保障改革」と対決する 

 

 〇急性期病床の削減――国が“模範”と扱う長野からストップの運動を 

 〇コロナ「第 6 波」に立ち向かうために――医療・公衆衛生の再生・強化を 

 〇75 歳以上の医療費窓口負担の 2 倍化――2022 年 10 月の改悪実施の阻止を 

 〇要介護 1・2 の地域支援事業化、生活保護の医療扶助撤廃――狙われる次なる改悪 

 〇社会保障は岸田・自公政権の“泣き所”――国民的共同の力で削減路線の打破を 
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2017年

2021年

2017年

2021年

前回総選挙からの比例得票数増減

官与党

ヘ +150万

補完勢力 • .'共闘勢力

1643万
共ー立・社

1889万 1

共守立ーれー社

-5017i +246万

前回総選挙からの議席数増減

与党 国補完勢力 共闘勢力

6 8  ;  

-19 -20 +42 
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;;国(側頭去る構造的課題I
①年齢構成が高く、医療費水準が高い

②宵得水準が低い

③保険料負担が重い

④保険料( 税) の収納率

⑤一般会計繰入・繰上充用

⑥財政運営が不安定になるリスクの高い
小規模保険者の存在

⑦市町村間の格差

罷留置置墨聾

国民健康保険制度改革の状況

同保改革. 平成m J 年度-
①財政運営の都道府県単位化・都道府県と市町村の役割分担

- 都道府県が財政運曽の主体となり、安定的な財政運嘗や効率的な

事業運営の確保等の国保運嘗に中1じ、的な役割を担う

・市町村は、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、

保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

- 都道府県が統一的な方針として国保運嘗方針を示し、市町村が担う
事務の効率化、標準化、広域化を推進

- 都道府県に財政安定化基金を設置

②財政支援の拡充

・財政支援の拡充により、財政基盤を強化( 毎年約3，400億円)

低所得者対策の強化、保険者努力支援制度等

平成30年度改革カY現在概ね順調に実施されており、引き続き、財政運営の安定化を図りつつ、「財政運営の都道府県単位化」の

趣旨の深化を図るため、令和 3年度からの国保運営方針に基づき、都道府県と市町村の役割分担の下、以下の取組を進める。

0 法定外繰入等の解消

赤字解消計画の策定・状況の見える化等を通じて、解消に向けた実行性のある取組を推進

O 保険料水準の統一に向けた議論

将来的には都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし、地域の実情に応じて議論を深めることが重要

。医療費適正化の更なる推進

保険者努力支援制度で予防・健康づくりが拡充されたことも踏まえ、都道府県内全体の医療費適正化に資する取組を推進

※上記の他、国会での附帯決議、骨太方針・改革工程表、地方団体の要望事項等について、地方団体と協議を進める。
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市町村国保の世帯主の職業別構成割合の推移

0 自営業・農林水産業は、昭和40年代には約7害IJで、あったが、近年1 5 %程度で推移。
0 年金生活者等無職者の割合が大幅に増加するとともに、被用者は約2割から約3割に増加。

6.6 

23.7 

7 1 2 5一一40.7- -43.6- -42.6- -43.4- -43.4- -43.9- -44.1- -43.9- -45.3

4.1 

_ _ _  ~3 1 . 4 ; _ ー- - '

一一42.1一一一一一

昭和40年度 昭和60年度 平成12年度

( 資料) 厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査J

' "  (注1) 職業不詳を除いた割合である。

2.8 

平成23年度 平成25年度

iω) (注2)擬制世帯は除く。( 昭和4 0年度、昭和5 0年度のみ擬制世帯を含む。)
¥ ノ (注3)平成1 7年度以前は7 5歳以上を含む。

平成27年度 平成29年度

45.4 44.8 

「

y- -よぷ

令和元年度

無職

その他の職業

被用者

鱗自営業

協農林水産業
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主疾病別、年齢階級別、 1人当たり入院医療費 (平成30年度)

市町村国保と組合健保の比較

市町村簡保
〈方向)

25.0  

組合健保

20.0 20.0  

0.0  0.0 
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5.0  

5- 9  10-14 15-19 20-24 25・29 3ひ34 3 ~ ト 3 9 4 ~ ト 4 9 SCト54 55験59 60-64 6与ω 7 Cト74

ロ特殊密約用コード
図症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

属産織に発生した病態
回腎尿路生殖器系の疾患
問皮腐及び皮下組織の疾患
図呼吸器系の疾患
悶宜 ' R l 1 ~ 霊! 雄容認の牢車

問神経系の疾患
fllJ t'"'JノJ I'.L'. ~ " l 芝4 λυ、 1 、 前1 1 A i i t t

・新生物

図覆儀中毒友1 ] . そす〉他の外国の影響
図先天奇形. 変形及び染色体異常
11妊娠，分娩及び産じよく
臼筋骨格系及び総合組織の疾患
図消化器系の疾患
国循環器系の疾患
・眼1a7 M寸軍混の誌瞳

眼精神及び行動の障害 i  
出* ' 示J 込~ 主~ 宗忌~ びに免疫機構の障害

図感染症及び寄生虫症

@ 資料: 厚生労働省保険局「医療給付実態調査( 平成30年度)J
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- 全国の主要都市の国保料一一2021 年伊

給与年収 400 万円( 所得 276 万円)

4人世帯 (30歳代の夫婦+ 子 2 人)

給与年収 180 万円( 所得 118 万円)

単身世帯 (20歳代)

札幌市 40 万 8，000 円 (20 万 9，000 円〕

東京特別区 42 万 9，500 円 (18 万 8，100 円〕

大阪市 43 万 2，000 円 (20 万 5，800 円〕

市

市

都

岡

京

福

15 万 2，700 円 (9 万 4，000 円〕

12 万 3，500 円 [8 万 8，500 円〕

15 万 4，600 円 (9 万 2，600 円〕

13 万 3，600 円 [9 万 0，500 円〕39 万 7，400 円 (20 万 1，200 円〕

40 万 3，000 円 (20 万 4，400 円JI 14 万 1，300 円 (9 万 1，900 円〕

( ※) 一一( J 内は、協会けんぽ加入だ、った場合の保険料本人負担

- 長野県の諸市の国保料( 税) 一一2 0 2 ~ 年度

長野市

松本市

上田市

飯田市

佐久市

安曇野市

給与年収 400 万円( 所得 2762万k円))  給与年収 180 万円( 所得 118 万円)

4 人世帯 (30歳代の夫婦+ 子 単身世帯 (20歳代)

37 万 9，500 円 (19 万 4，200 円〕 13 万 3，700 円 (8 万 7，400 円〕

41 万 7，800 円 (19 万 4，200 円〕 14 万 7，600 円 (8 万 7，400 円〕

37 万 1，200 円 [19 万 4，200 円〕 13 万 0，100 円 [8 万 7，400 円〕

35 万 4，200 円 (19 万 4，200 円〕 12 万 0，400 円 (8 万 7，400 円〕

37 万 9，600 円 (19 万 4，200 円J1  13 万 6，500 円 (8 万 7，400 円〕

37 万 3，600 円 (19 万 4，200 円JI 13 万 2，000 円 (8 万 7，400 円〕

( ※) 一一( J 内は、協会けんぽ加入だ、った場合の保険料本人負担

< 参考> 長野県の諸市の国保料( 税) に、政府1与党が可決した『就学前児童の均等割軽減』

を適用した場合の金額

給与年収 400 万円( 所得 276 万円) の 4 人世帯 (30歳代の夫婦十就学前の子ども 2 人)

長野市

松本市

上田市

飯田市

佐久市

安曇野市

35万日00 円 (19オ4，200 円〕

39 万 2，500 円 (19 万 4，200 円〕

34 万 0，900 円 (19万4，200 円〕

32 万 7，100 円 (19万4，200 円〕

35 万 1，500 円 [19 万 4，200 円〕

34万 3，600 円 [19 万 4，200 円〕

( ※) 一一( J 内は、協会けんぽ加入だ、った場合の保険料本人負担

のず
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市町村の一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入の推移

( 億円)

4，0 0 0  

3，2 0 0  

2，4 0 0  

1，6 0 0  

8 0 0 ・…

。

3，468億円

:  1，112 :  
「布町村 i

2 0 1 4年度

3，Q391億円

1 7 6 0 l  
l市町村;

2015年度

( 出典) 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

2，526億円

1，751億円

677 :………… 
i市町村;

2 0 1 6年度

:  505 :  
; 市町村;

2 0 1 7年度

t  j: 法定外繰入実施市町村数

1，258億円
1，096億円

一一一J 3 5 4 i - 一…J1一五-l … 州

し 全戸~ ~ _ ! 1:市町村!

2 0 1 8年度 2 0 1 9年度
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(円)

18，000 

16，000 

14，000 

12，000 

10，000 

8，000 

6，000 

4，000 

2，000 

。

一人当たりの一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入〈令和元年度〉

5，000円以上

1，000円以上 - 5，000円未満

1，000円未満

東 沖 鹿 香 神埼 茨 愛 岡 福 干高 佐 大 広f長I愛熊福岐兵北山大栃京 静岩山富三徳石奈長宮 新福青材秋山群富滋鳥 島

京縄 児 川 奈玉 城 知 山岡 葉 知 賀阪 島l野l媛 本 井 阜 庫海 梨 分 木 都 岡 手 口城 重 島 川 良 崎 崎 潟 島森 喜1 田形馬山賀取根

都 県 島 県 川県 県 県 県 県 県県 県 府 県l県; 県県県県県道県県県府県県県県県 県県 県県県県県県叫県県県県県県 県

県 県 v  県

( 出典) 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

※ 市町村数でみると、 8 割の自治体は繰入を行っていない。繰入金額合計でみると、東京都、神奈川県、埼玉県の市区町村の合計が全体の

約 7 割( 東京都: 450/0、神奈川県: 140/0、埼玉県: 90/0) を占めている。

48 
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保険料水準の統一に向けた都道府県ごとの状況

O 令和 2 年 5月に国保運営方針策定要領の改定を行い、

- 市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差があることに留意しつつ、将来的には、都道府県での保険料水準の統ーを目指し、

. 保険料算定方式の統ーや標準保険料率と実際の保険料率の見える化から検討することも考えられる

とした。

O こうした改定を踏まえた令和3 年度からの各都道府県の国保運営方針の改定状況や見える化の状況は次のとおり。

①保険料水準の統一の定義と目標年次 ②標準保険料率と実際の保険料率の見える化の状況

北海道 (R6) ※ 保険者努力支援制度の得点状況
納付金ペースの統一 秋田県 (R15)

完全統一

群馬県 (R6)
埼玉県 (R6) ※

山梨県 (R12)
静岡県 (R9)

兵庫県 (R3)

埼玉県 (R9) ※

広島県 (R6)

北海道 (R12) ※

福島県 (Rl1)
大阪府 (H30) ( 例外措置あり)

奈良県 (R6)

和歌山県 (R9まで)
佐賀県 (R9)
沖縄県 (R6)

※北海道、埼玉県は段階的な目標としているため双方に記載している

e  

- 見える化を実施している( 予定含む)

- 見える化を実施していない

※見える化を実施している( 予定含む) は都道府県指標③「保険料水準
の統一に向けた取組状況jにおいて、①③を選択している都道府県。

このイ也、

・運営方針に統一の定義が明記されていない場合でも、納付金算定にお

いて医療費水準の反映を段階的に引き下げる都道府県( 青森県、宮城

県、岐車県、三重県、長崎県) 、

・ R5年度末までに保隆魁水準の統一に向けたロードマップを作成する都道

府県( 神奈川県〈長里郡思愛媛県、福岡県、熊本県) 、

・ 2次医療圏で保険料水準の統ーを進めている都道府県( 長野県)

があり、地域の実情に応じた保険料水準の統一の検討が進んでいる。

L _ _ _ ーーーーーーーーーー四回目・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四ーーーーーーーー圃・ーーーーーーー圃ーーーーー
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③ 

4 ( 1 ) ・( 2 ) 国民健康保険制度の取組強化

11. 現状及び見直しの趣旨 l

0 国民健康保険制度は、現在、平成30年度改革が概ね順調に実施されている。引き続き、財政運営の安定化を

図りつつ、「財政運営の都道府県単位化Jの趣旨の深化を図るため、国保運営方針に基づき、都道府県と市町村の

役割分担の下、更なる取組を推進することが必要。

0 特に今後の課題として、法定外繰入等の解消や保険料水準の統一の議論等を進めることが重要。

O このため、以下の見直し内容について、法改正を含め対応を行う。

j L 見直し内容

0 法定外繰入等の解消や保険料水準の統ーに向けた議論について、その取組を推進する観点、から、都道府県

国保運営方針に記載して進める旨を位置づける。

0 都道府県の財政調整機能の更なる強化の観点、から、財政安定化基金に年度聞の財政調整機能を付与する。

これにより、剰余金が生じた際に積み立て、急激な医療費の上昇時などに納付金の上昇幅を抑えるなど、複数年

での保険料の平準化に資する財政調整を可能とする。

【施行時期】国保運営方針: 令和 6 年 4 月財政安定化基金: 令和 4 年 4 月
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都道府県別獲得点令和3年度保険者努力支援制度〈都道府県分〉(点)
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間
川
出
四
日日
間

バ

260 

240 

200 

180 

220 

?一寸勝一_ - 1 ー-

字、

160 

140 

120 

100 

80 

R 吋

市

60 

40 

⑫ ⑤⑨ ⑧⑩①⑭ ⑩⑧ ⑥⑫ ⑩⑩ ⑪ ⑧③ ⑫⑧⑧1(@¥C 7 ) ⑨⑧⑧②⑫⑨⑮⑫④⑪⑪⑬⑫⑩⑬⑩⑫⑪⑬⑩⑬⑧⑨⑬⑩⑬全
北青岩宮秋山福茨栃群筒干東神新富石福山|長皮 静愛三滋京大 兵奈 和 鳥島 岡広 山徳香愛高福佐長熊 大宮 鹿 j中国
海 森手 城田形島 城 木 馬 玉 葉京 奈 潟山 川井 梨 | 里予 阜 岡知 重賀 都阪 庫良 歌取 根 山島 口島 川媛 知 岡賀 崎本 分崎 児縄
道県県県県県県 県県県 県県都川 県県 県県県県/県県県 県県府 府県 県山県県県県 県県県県県県 県県 県県県島県

県 v
都道府県指標の市町村単位評価 1 1 0点 ・指標2 都道府県の医療費水準等 8 0点 s 指標3 都道府県の取組状況 1 0 6点

町田吋ー留置一一醐ト同20 

。

-指標 1θ 
-13-



一
直一

-
a
，a
E
E
-
-

一
ロ
岡
山
山
一

一
+
立
十
一

一速一
令和3年度保険者努力支援制度〈市町村分〉

都道府県別平均獲得点【1 0 0 0点満点】

618.00 

(点〉

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

@ ⑬ ⑨ ⑬⑩ ①⑬ ⑪⑧ ⑩ ⑧ ⑨ ⑪⑩ ⑧ ⑥ ②⑪ ⑫⑬}⑪ ⑫⑩ ⑨⑬ ⑩ ⑩⑧ ⑩ ⑨ ⑧⑧⑧ ⑩ ⑪⑫ ⑩⑧ ⑧ ⑫③④ ⑬⑬ ⑤ ⑦⑬ 全
北青岩宮 秋 山福 茨栃 群埼 千東 神 新富石 福山l長l岐 静愛 三滋 京大 兵奈 和鳥 島岡 広 山徳 香愛高 福 佐長 熊大宮鹿 沖国
海森 手 城田 形島 城木 馬玉 葉京 奈潟山川 井到 野!阜 岡知 重賀 郡阪 庫良 歌取 根 山島口 島 川媛 知岡 賀崎 本 分崎児 縄
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 郡 川県 県 県 県 県 : 朝県 県 県 県 県 府 府県 県 山県 県 県 県県 県 県 県 県 県 県 県県 県 県 島 県

県 v

a 共通 1 特定健診・保健指導・メタボ(190点〉 ・共通2 がん検診・歯周疾患健診 (70点〉
m 共通3重症化予防 (120点〉 ・共通4 個人インセンティブ (11 0点〉
・共通5 重複服薬 (50点〉 ・共通6 ジェネリック (130点〉
凝固有 1 収納率 (10 0点〉 ・固有2 データヘルス (40点〉
蕊固有3 医療費通知 (25点) . 固有4 地域包括ケア・一体的実施(30点〉
・固有5 第三者求償 (40点) . 固有6 適正かつ健全な取組 (95点〉

。

① 
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与l P ~ 三。 争弘乙} - ô 2-( ~  6ω〉 「生命14j斗て弘閣のち合怒る'V'-'iτ

務 tιi椙ぉ織、等学ム
なお、事業費連動分に係る評価指標については、国保財政の健全化に向けた取

組への有効な動機づけとして各保険者が確実に交付を受けられるようにするた イ 今弘 ~ t 1

め、それぞれの保険者の置かれている地域の実情を踏まえた事業規模等とするこ グ芥 '--tI ~  

オと包が市町村に対し提供する国民健康保険市町村事務処理標準システム( 以下 α録係修
「国保標準システムj という。) について、これから導入に向けた検討・準備を 朗氏}

開始する市町村が多いこと、導入時期が集中することでシステム導入を担う事業 '  ノ

者が不足し、導入時期が伸びていくことが見込まれること等の事情を踏まえ、円

滑な導入を推進するために、国において令和 5 年 4 月以降の導入に要する費用に

ついても財政支援を行うこと。

また、向システムの導入を更に推進するため、国の交付金に係る申請データの

自動作成など、システムの機能充実に取り組むこと。

さらに、同システムについては、都陣府県単位の共同利用クラウドでの導入が

推奨されているが、クラウドの構築に、たり、運用費用が高額となる場合があり、

導入を見送る一因となっていることから、導入の推薦にあたっては、国の責任に

おいて、運用費用の低減策を講じるこ!と。特に、今後、地方区分・全国クラウド

となることで、スケールメリットの拡汰による運用費用の低減が期待されること

から、国において、地方区分・全国ク |ラウド実現に向けた具体的な検討を行い、

ロードマップを示すこと。

なお、国において自治体の業務シスゲムの統一・標準化について令和 7 年度末

までの実現を目指して取り組んでいる |ところであるが、国保標準システムを既に

のi英療費の増嵩に耐えうる財政基盤の確立を図るため 国定率負担の引上げ等

様々な財政支援の方策を講じ、あわせて、すべての子ども重度心身障害者( 児) 、

。〉り親家庭等に対して、現物給付に. } t る医療費助成を行った場合の国民健康保

険の国庫負担減額調整措置を廃止するとと。

ク 国民健康保険制度の取組強化として法定外繰入等の解消や保険料水準の統ー

など法改正を含めた対応が進んでいるか、地方の実情に応じた取組を組害するこ

とがないよう地方の意見を尊重し、引舎続き地方と協議を行いながら、制度の遼

用を行うこと。

ケ 後期高齢者の窓口負担における 2 部負担の導入に当たっては、医療機関や地方

259 。
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与ス参3や事手伝 じνμ. もq )  

国民健康保険制度等に関する提言

国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営を図るため、国は、

次の事項について積極的な措置を講じられたいD

1  . 医療保険制度改革について

(  1  ) 将来にわたり安定的で持続可能な制度とするため、すべての国民を対象

とする医療保険制度の一本化に向け、抜本改革を実施すること。

(  2  ) 今後の制度の見直しにおいても、都市自治体と引き続き十分協議し、そ

の意見を反映するとともに、以下の点について留意すること。

1  ) 保険者の負担増は決して招かないよう、国の寅- 任において万全の対策

を講じること。

2  ) 被保険者の保険料( 税) 負担が急激に増えることのないよう、所要額

に即した十分な財政措置を講じること。

3 ) 被保険者や現場に混乱を招かかいよう、十分な準備・広報期間の設定、

速やかな情報提供を行うこと。 I

2. 国民健康保険制度について

(  1  ) 関係財政基盤の強化のため、吋 30 年度制度改革以降実施されている公

費 3，400 億円の財政支援につい寸、継続して実施するとともに、更なる拡

充を図ること。

また、改革により保険料が上昇する都市に対する激変緩和措置に必要な

財源を十分に確保すること。 I

(  2  ) 国保の安定的かつ持続的運営林できるよう、国庫負担割合の引上げなど

国保財攻基盤の拡充・強化を図 司、国の責任と負担において、実効ある措

置を講じること。 I

特に、低所得者層に対する負担軽減策を拡充・強化するとともに、低所

得者を多く抱える保険者への支援を強化すること。

(  3  ) 各種医療費助成制度等、地方単独事業の実施に伴う国民健康保険の国庫

負担金の減額措置について、未就学児までを対象とする子ども医療費助成

; こ係る減額措置の廃止に宿まらず、すべての地方単独事業実施に係る減額

措置を廃止すること。

@  
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ン吋判明" 相崎刈州

③ 

法定外繰入の状況( 平成3 0年度決算)

( 億円)

分 頭
V  

t  

30年度 対29年度

①決算補填目的のもの

保険料収納不足のため

医療費の増加

後期高齢者支援金等

高額療養費貸付金

②保険者の政策によるもの

保険料( 税) の負担緩和を図るため

地方単独の保険料( 税) の軽減額

任意給付費に充てるため

③過年度の赤字によるもの

累積赤字補填のため

公債費・借入金利息

小 計

ジ( 呆険料( 税) の減免額に充てるため

地方単独事業の医療給付費波及増等

保健事業費に充てるため

直営診療施設に充てるため

納税報償金( 納付組織交付金) 等

基金積立

返済金

その他

小計

合計

( 出所) 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

(注)平成30年度から以下の項目を削除

49 

49 

一
一。

1，052 

1.045 

7  

156 

57 

100 

1，258 

84 

251 

187 

5  。
37 

88 

653 

1，910 

. 1 1 4  

企 73

企 32

企 9。
. 3 2 2  

企 319

企 O

企 3

企 58

... 99 

41 

. 4 9 4  

企 44

企 52

...5 。

...0 

... 31 

企 4

2  

企 135

企 629

・「医療費の増加」については、都道府県の保険給付費等交付金により医療給付分が全額交付されることになることから不要とした0

.  r後期高齢者支援金Jについては、都道府県が支払基金に支払うことになることから不要とした。

ご今財政安定化基金の

活用により、保険料収納

不足となった市町村に

対する貸付・交付事業を

さ集施することが可能

-17-



2 ( 2 ) 子ど もに 係る国民 健康保 険料 等の 均等 割額の減額 措 置の導 入 ( 国 民 健康 保 険制 度 )

11. 現状及ぴ見直しの趣旨|

0 国民健康保険制度の保険料は、応益( 均等割・平等割) と応能( 所得割・資産割) に応じて設定されている。

その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置 (7 ・5 ・2 割軽減) が講じられている。

0 子育て世帯の経済的負担軽減の観点、から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料を
軽j成する。

( 参考) 平成27年国保法改正参・厚労委附帯決議

「子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える

影響等を考慮しながら、引き続き議論するJ

12. 軽減措置スキーム

0 対象民全世帯の未就学児時る。

※対象者数: 約70万人 (平成30年度国民健康保険実態調査)

【軽減イメーラ】
0 当該未就学児に係る均等割保険料について、その 5 割を

公費により軽減する。
保険料額

| 新たな公費による軽減部分

※例えば、 7 割軽減対象の未就学児の場合、残りの 3割の半分を減額する

ことから 8. 5割軽減となる。

0 財政影響: 公費約90億円( 令和4 年度)

※ 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。

※ 令和 3年度予算案ペースを足下にし、人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直
近の実績値により見込んでいる。

0 国・地方の負担割合: 国 1/2、都道府県1/4、市町村1/4

@ o 施行時期: 令和 4 年 4月

5割

所得金額
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4 紳

• 

子
ど
も
の
均
等
割
等
軽
減
で
国
保
料
値
下
げ

(
北
海
道
・
大
雪
地
区
広
域
連
合
)

党
大
雪
地
区
広
域
連
合
議
員

(党
北
海
道
・
東
川
町
議
)

東
川
町
と
美
瑛
町
、
東
神
楽
町
の
三
町

は
、
大
雪
地
区
広
域
連
合
を
つ
く
り
、
国

保
や
介
護
保
険
な
ど
の
運
営
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

私
は
、
東
川
町
議
会
副
議
長
と
し
て
と

の
広
域
連
合
議
会
(
定
数
九
、
年
三
回
開

催
)
の
議
員
に
も
な
っ
て
お
り
、
機
会
の

あ
る
ご
と
に
一
般
質
問
を
お
こ
な
い
、
町

民
の
暮
ら
し
支
援
ヘ
、
最
大
限
の
保
険
料

負
担
軽
減
策
等
を
お
こ
な
う
よ
う
求
め
て

き
ま
し
た
。
昨
年
の
広
域
連
合
議
会
で

は
、
一
般
質
問
で
「
町
民
の
暮
ら
し
が
コ

ロ
ナ
禍
で
厳
し
い
状
況
に
あ
る
な
か
で
、

い
ま
こ
そ
基
金
を
取
り
崩
し
て
国
保
料
の

値
下
げ
を
お
こ
な
う
べ
き
」
と
求
め
ま
し

た。

.  ， 

つ
る
ま
松
彦

圃
一
世
帯
一
万
六
千
円
の
保
険
料

園
引
き
下
げ
実
現
|
|
|

こ
う
し
た
な
か
で
、
こ
の
度
、
六
月
十

四
日
の
大
雪
地
区
広
域
連
合
広
域
連
合
議

会
(
第
二
固
定
例
会
)
に
お
い
て
、
松
岡

市
郎
連
合
長

(東
川
町
長
)
は
、
二

O
二

一
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
を
一
世
帯
当

た
り
年
間
一
万
六
千
三
百
八
十
円
(
一
人

当
た
り
七
千
四
百
三
十
円
)
引
き
下
げ
る

提
案
を
お
と
な
い
ま
し
た
(
表
1
)
。

さ
ら
に
、
今
回
の
改
定
で
注
目
さ
れ
た

の
が
、
十
八
歳
以
下
の
子
ど
も
の
均
等
割

(
一
人
平
均
二
万
千
円
)
を
国
の
制
度
開

始
に
先
駆
け
て
二
分
の
一
に
減
額
す
る
こ

と
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

議
会
は
、
こ
れ
ら
の
提
案
さ
れ
た
条
例
改

正
案
、
予
算
案
を
全
会
一
致
で
可
決
し
ま

し
た
。今

回
の
保
険
料
改
定
に
つ
い
て
、
広
域

連
合
は
、
①
国
の
実
施
に
先
駆
け
て
子
ど

も
の
均
等
割
を
二
分
の
一
に
減
額
す
る

(
予
算
七
百
二
十
一
万
円
)
、
①
六
十
五
歳

以
上
の
低
所
得
者
の
コ
ロ
ナ
対
策
減
免

|
|(
六
百
干
六
万
用
下

③
D
ー口
才
減
免
一
l

部
保
険
者
負
担
見
込
み
(
八
百
六
十
万

円
)
を
実
施
す
る
た
め
、
基
金
か
ら
二
千

二
百
八
万
円
を
一
般
会
計
に
財
源
投
入
す

る
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
と
経
過
に
つ
い
て
、
報
告
し

，

た
い
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
保
険
料
均
等
割
の

軽
減

子
ど
も
に
ま
で
均
等
割
を
か
け
る
の
は

「
人
頭
税
だ
」
、
「
少
子
化
対
策
に
逆
行
す

る
」
と
の
批
判
の
声
が
高
ま
り
、
「
均
等

割
減
免
」
を
求
め
る
運
動
が
広
が
っ
て
い

ま
し
た
。
全
国
で
は
独
自
に
子
ど
も
の
均

等
割
の
減
免
を
お
こ
な
う
動
き
が
広
が
っ

て
き
て
い
ま
す
、が
、
道
内
で
は
旭
川
市
が

三
年
前
か
ら
軽
減
に
踏
み
出
し
た
の
に
続

く
実
施
と
な
り
ま
す
。

国
で
は
、
二

O
二
二
年
度
か
ら
子
ど
も

均
等
割
の
軽
減
策
(
国
施
策
は
未
就
学
児

ま
で
が
対
象
)
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま

す
が
、
今
回
、
大
雪
地
区
広
域
連
合
は、

①
軽
減
の
対
象
を
高
校
生
ま
で

(
0
1十

八
歳
に
達
す
る
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者

ハ納
税

義
務
者
と
な
る
も
の
及
び
そ

u

の
配
偶
者
を

除
く
〉
)
と
し
い
①
減
額
割
治
宏
均
等
割

い舗
の
戸
ゆ
m
w
Fij
ムィ一一一一
J
lj
1
L山

1f
-湖
一幼
喉
険

料
法
定
軽
減
対
象
世
帯
に
つ
い
て
は
軽
減

後
の
均
等
割
を
さ
ら
に
二
分
の
一
に
減

額
)
と
し
ま
し
た
。

表
2
の
よ
う
に
、
「
法
定
軽
減
芯
し
」

世
情
で
は
子
ど
も
一
人
当
た
り
一
万
四
千

三
百
円
の
減
額
、
「
二
割
軽
減
」
世
帝
で
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場広の流-父

開

E
p
.

-
と

で
よ

報

糾
吋

主
同

は
同
一

万
千
四
百
円
、

「五
割
軽
減
」
世

帯
で
は
同
七
千
二
百
円
、
「
七
割
軽
減
」

世
帯
で
は
同
四
千
三
百
円
の
減
額
と
な
り

ま
す
。

こ
の
減
額
措
置
に
よ
り
、
就
学
児
四
百

九
十
四
人
、
未
就
学
児
百
七
十
六
人
が
減

額
と
な
り
、
必
要
な
二

O
一
二
年
度
の
財

源
は
就
学
児
減
額
分
で
五
百
二
十
七
万

円
、
未
就
学
児
減
免
分
で
百
九
十
四
万
円

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
二

O
二
二
年
度
も

実
施
し
た
場
合
は
、
未
就
学
児
分
は
国
の

表 1 国民健康保険料率に関する改正( 大雪地区広域連合)

般保険者に係る基礎賦課額の保険料率( 第14条)

所得割 も0 0分の6.4 → 100分の6.1

均等割 2 3，00 0円 → 21，0 0 0円
守rゆ吋町 特定( 継続) 世帯以外 29，000円

平等割 特定世帯 14，500円 →特定世帯 13，0 0 0円

特定継続世帯 21 ，750円 特定継続世帯 1 9，5 0 0円

喝~ ~

※その他、端数整理に関する規定を追加( 第14条第T項)

(2)一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率( 第19条の6)

所得割 100分の2.4 → 100分の2.2

均等割 8，000円 → 7，5 0 0円

特定( 継続) 世帯以外 10，000円 特定( 継続) 世帯以外 9，0 0 0円

平等割 特定世帯 5，000円 →特定世帯 4，5 0 0円

J、 特定継続世帯 7，500円 特定継続世帯 6，7 5 0円

断
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
継
続
・

拡
充
さ
れ
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
対
策
独
自
減
免
な
ど

ほ
か
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等
対

策
に
対
す
る
独
自
減
免
」
も
実
施
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
二

O
二
O
年
よ
り
国
の
制

度
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
、
コ
ロ
ナ
の

影
響
に
よ
る
減
収
(
三
割
以
上
)
に
対
す

る
国
保
料
減
免
に
つ
い
て
、
独
自
に
対
象

を
国
基
準
よ
り
拡
大
し
て
減
免
を
実
施
③

る
も
の
で
す
。

表
3
の
よ
う
に
、
国
基
準
が
収
入
比
較

に
用
い
る
二

O
年
分
の
収
入
に
持
続
化
給

付
金
な
ど
の
コ
ロ
ナ
関
係
給
付
金
を
除
い

た
額
で
比
較
す
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
広
域
連
合
は
二

O
年
の
給
付
金
を
含

ん
だ
額
で
比
較
を
お
こ
な
い
ま
す
。
ま

た
、
「
主
た
る
生
計
維
持
者
」
の
減
収
だ

け
で
な
く
、
配
偶
者
な
ど
の
収
入
源
も
対

象
に
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
事
業
所
得
、か
O

円
以
下
の
場
合
で
も
、
均
等
割
・
平
等
割

が
か
か
っ
て
い
る
世
帯
は
減
額
の
対
象
に

減
額
制
度
、が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
就
学
児

減
額
分
の
五
百
二
十
七
万
円
と
な
る
と
見

込
ん
で
い
ま
す
。

子
ど
も
均
等
割
減
額
に
つ
い
て
、
国
施

策
よ
り
対
象
を
広
げ
、
独
自
財
源
で
前
倒

し
実
施
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
。
画
期
的

だ
。
と
他
の
自
治
体
か
ら
も
注
目
、
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

町
民
か
ら
は
、
「
と
て
も
嬉
し
い
」
と

の
喜
び
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
な

お
、
来
年
度
以
降
も
、
継
続
す
る
か
ど
う表2 国民健康保険 1 8歳未満の子どもの均等割独自減免

提案理由

202 2年度より国の制度による未就学児に対する均等割の2分の1軽

減制度が実施されることから、予てより要望のあった子どもの均等割減免

を前倒しして実施するとともに、独自の対象者を未就学児の他、高校卒

業時までに拡充し、国保に加入する子育て世帯への支援を行う。 I

改正概要

・賦課基準日現在 0'"'-'18歳( 高校卒業年) の子どもの均等割額の， 1/2を減免

.2・5・7軽減世帯については軽減後の均等割の2分の1を減免

. 減免後なお限度額に到達する場合は減免しない

・財源は基金を活用するため、 1年毎に実施を判断

- 均等割の額と減免額

均等割額/ 人 タ減免額 減免後の額

軽減なし 2 8，500円 14，30 0円 14，200円

2割軽減 2 2，800円 11 ，40 0円 11 ，40 0円

5割軽減 14，250円 7，20 0円 7，050円

7割軽減 8，550円 4，300円 4，250円

影響額及び財源

・基金を活用するが、基金支消後は保険料による負担となる

• 2022年度以降は就学児以上が独自減免の対象となる

・基金からの負担見込み

2021 年度

2022年度以降

合計670人
(374世帯)

7，215，40 0円

5，271 ，200円

( 大雪地区広域連合資料から)

未就学児176人

1，944，200円

就学児494人

5，271 ，200円

5，271 ，200円

議会と自治体 第281号(2021 .9)
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新型コロナウイルス等対策に対する独自減免

2020年度より実施している新型コロナウイルスの影響により収入等が減少に対する国民

健康保険料等の減免について国基準より対象者を拡大し減免する

表3

新型コロナウイルスの影響により収入に3割以上減収があったが、国の基準では該

当にならない者( 世帯) で下記の大雪地区広域連合独自基準に該当する者( 世帯)

国基準 広域基準

- 収入比較に用いる2020年収入は2020 - 収入比較に用いる2020年収入は持続

年中に受けた持続化給付金などコ口ナ 化給付金も含んだ収入とする( 独自収入

関係給付金を除いた額 基準で該当する場合は国基準の半額)

- 主たる生計維持者に減収があった場合 - 配偶者などに収入滅があった場合につい

のみ対象 ても対象とする( 減免額は国算定基準の

半額)

- 3割以上の収入滅はあるが、経費等との -3割以上の収入滅があ崎費等との相 l

相殺で事業所得等の所得がO円以下の 殺で事業所得等の所得がO円以下の場

場合対象とならない 合で、あっても、世帯全体の所得がO円で

均等割・平等割のみかかっている世帯は

均等割・平等割の半額を減免

- 上記には該当しないが主たる生計維持

者の合計所得金額が4 3万円以下の場

合は主たる生計維持者の均等割( 全額)

のみ減免

対象

国基準で算定しお額の半額または上記広域独自基準による

( 大雪地区広域連合資料から)

内容

し
ま
し
た
。

ま
た
今
回
の
条
例
改
定
で
は
、
六
十
五

歳
以
上
低
所
得
世
帯
の
コ
ロ
ナ
対
策
減
免

も
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

ζ
れ
は
、
国
保

料
七
割
軽
減
を
受
け
て
い
る
六
十
五
歳
以

上
世
情
(
七
百
三
十
三
人
)
に
対
し
て
七

割
軽
減
後
の
均
等
割
八
千
五
百
五
十
円
に

つ
い
て
こ
れ
を
免
除
す
る
(
二

O
二
一
年

度
限
り
)
と
い
う
も
の
で
す
。

今
回
、
保
険
料
減
免
を
提
案
す
る
に
あ

た
っ
て
、
広
域
連
合
で
は
、
国
保
財
政
等

を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る

こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

①
所
得
割
の
基
礎
と
な
る
二

O
二
一
年

度
の
一
人
当
た
り
の
課
税
所
得
、が
七
十
六

万
三
千
円
と
な
り
、
前
年
度
よ
り
三
万
四

千
円
減
少
し
た
。

①
一
方
で
、
二

O
二
0
年
度
の
広
域
連

合
国
保
特
別
会
計
の
繰
越
金
額
(
見
込

み
)
は
、
一
億
五
千
四
百
八
十
七
万
千
円

と
な
り
、
そ
の
う
ち
六
千
百
七
十
一
万
九

千
円
が
保
険
料
調
整
財
源
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

③
基
金
残
高
は
一
億
三
千
四
百
八
十
八

万
二
千
円
で
あ
る
。

④
北
海
道
、
が
決
定
し
た
こ

O
一
一
一
年
度

納
付
金
は
十
億
四
百
五
十
九
万
三
千
円
で

前
年
度
よ
り
五
千
四
百
五
十
五
万
九
千
円

番
組
刊
国
罰
訓
和
司
へき

金
額
、が
減
少
し
た
(
一
人
当
た
り
に
し
て

千
九
百
二
十
三
円
)
。

こ
う
し
た
背
景
が
あ
り
、
今
回
の
減
額

と
な
っ
た
の
で
す

0

0
0

e
 

東
川
町
で
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
特

に
観
光
・
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
影
響
は
大
き

く
、
消
費
の
減
少
が
農
業
に
も
影
響
を
お

よ
ぼ
し
て
い
ま
す
。
ま
す
ま
す
暮
ら
し
の

厳
し
さ
が
増
す
な
か
で
、
政
治
を
大
き
く

切
り
替
え
、
暮
ら
し
の
支
援
、
中
小
業
者

等
支
援
の
強
化
や
、
と
り
わ
け
消
費
税
の

税
率
引
き
下
げ
、が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
実
現
の
た
め
に
、
目
前
に
迫
っ
た
総

選
挙
で
の
市
民
と
野
党
の
共
闘
の
前
進
、

日
本
共
産
党
の
躍
進
、
そ
し
て
な
ん
と
し

て
も
比
例
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
議
席
獲

得
を
実
現
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

(つ
る
ま
・

ま
つ
ひ
こ
)

ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
で
の
対
政
府
要
望

致

で
決

議

(沖
縄
・
糸
満
市
)

全
会
一

党
沖
縄
・
糸
満
市
議

さ
る
六
月
二
十
八
日
、
沖
縄
本
島
南
部

の
糸
満
市
議
会
の
最
終
本
会
議
で
、
「
ミ

ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を

浦
崎

暁

非
難
し
、
民
主
的
な
政
治
体
制
の
早
期
回

復
を
求
め
る
意
見
書
」
が
全
会
一
致
で
採

択
さ
れ
ま
し
た
。
あ
て
先
は
、
内
閣
総
理
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は
コ
ロ
ナ
で
所
得
が
マ
イ
ナ
ス

の
個
人
事
業
主
は
多
い
は
ず
。

一

前
年
の
所
得
で
は
な
く
¥
コ
ロ

-

ナ
前
の
凶
年
の
所
得
を
基
準
ザ
」

一

1
Uこ

す
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
。

た
だ
、
厚
生
労
働
省
の
担
当

者
は
「
制
度
は
ヘ
前
年
に
比
べ
一

所
得
が
下
が
っ
た
場
合
を
対
象
一

者
と
し
て
い
る
。
『
0
円
』
や
一

『
マ
イ
ナ
ス
』
は
下
が
っ
た
と
一

は
言
え
な
い
の
で
救
済
の
対
象
一

外
だ
」
と
し
て
、
現
時
点
で
制
一

度
を
見
直
す
考
え
は
な
い
。

各
地
の
自
治
体
に
は
、
減
免

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
相
次

ぐ
。
東
京
都
新
宿
区
の
担
当
者
一

は
「
説
明
し
て
も
納
得
し
て
も

一

ち
え
な
い
場
合
も
あ
る
」
o

熊
本

市
な
ど
で
は
、
対
象
外
と
な
っ

一

潟
県
内
で
民
宿
を
営
む

ω
て
い
る
と
知
ら
ず
に
申
請
に
訪

一

代
男
性
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
れ
る
ケ
l
ス
も
あ
る
と
い
う
。

一

響
宅
客
が
激
減
。
固
定
費
や
光
日
本
総
研
の
西
沢
和
彦

・
主

熱
費
な
ど
経
費
が
売
り
上
げ
を
席
研
究
員
は
「
コ
ロ
ナ
の
影
響

上
回
り
、
加
年
の
所
得
は
ゼ
ロ
。
で
所
得
が
な
く
な
っ
た
人
か
ら
一

今
年
も
所
得
は
ゼ
ロ
の
見
込
み
し
た
ら
、
制
度
は
不
公
平
感
が
一

だ
コ
た
と
こ
ろ
に
、
自
治
体
か
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
国
保
は
子

ら
年
問
万
円
の
国
保
料
の
納
付
ど
も
が
い
る
と
保
険
料
が
高
く
一

通
知
が
届
い
た
。
自
治
体
に
減
な
る
。
コ
ロ
ナ
前
に
あ
た
る
前
一

免
査
申
請
し
た
が
、
認
め
ら
れ
々
年
と
比
較
で
き
れ
ば
よ
か
っ

な
怠
っ
た
。
不
承
認
の
理
由
に
た
が
、
制
度
設
計
上
、
難
し
い

つ
い
て
通
知
書
は
「
計
算
上
、
の
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ロ
ナ
が

滅
金
額
が
算
出
で
き
な
い
た
長
引
い
て
い
る
影
響
が
出
て
い

め
」
し
た
。
男
性
は
「
昨
年
る
」
と
話
し
た
。
【
石
田
奈
津
子
】

合
作
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泊
る
お
訊
画

一

い

れ
れ

て

元
(

一

こ
社
ハ

一

一

れ
い

に

れ
!

ィ

一

性
提
一

切
帥
民
男
性

一

川
額
設

一

注
全
が

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
で
収
入
が
3
割
以
上
減
っ
た
世
帯
向
け
に
国
民
健
康
保

険
料
を
減
免
す
る
特
例
措
置
を
巡
り
¥
一
部
所
得
の
あ
る
人
が
免
除
さ
れ
る
一
方
、
所
得
ゼ
ロ

の
人
に
は
納
付
義
務
が
生
じ
る
「
逆
転
現
象
」
が
起
き
て
い
る
。
政
府
の
感
染
対
策
が
2
年
自

に
入
り
、
単
純
な
前
年
と
の
比
較
で
は
コ
ロ
ナ
後
の
減
収
を
補
え
な
い
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

市
町
村
に
は
「
コ
ロ
ナ
で
赤
字
と
な
っ
た
の
に
な
ぜ
対
象
外
な
の
か
巳
と
の
声
が
相
次
ぐ
。

しl玉1保減免ななのに。j号
国
民
健
康
保
険
は
、
市
町
村

が
運
営
す
る
公
的
医
療
保
険
制

q
度
(
財
政
運
営
の
主
体
は
都
道

y
府
県
)
。
主
に
百
歳
未
満
の
自

に
営
業
者
ら
が
加
入
す
る
。
世
帯

れ
主
が
納
め
る
保
険
料
は
、
国
保

0
5
加
入
者
1
人
あ
た
り
一
律
に
課

l
ド
さ
れ
る
「
均
等
割
」
や
、
前
年

み
の
所
得
に
応
じ
た
「
所
得
割
」

な
ど
を
合
算
し
た
額
と
な
る
。

特
例
措
置
は
、
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
減
収
と
な
っ
た
人
の
救
済

策
で
2
0
2
0年
度
に
始
ま
っ

た。

1
年
間
の
収
入
が
前
年
に

比
べ

3
割
以
上
減
少
す
る
見
込

み
マ
前
年
所
得
が
1
0
0
0万

円
以
下
ー
ー
な
ど
要
件
を
満
た

す
と
保
険
料
が
減
免
さ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
特
例
を
巡
り
、

市
町
村
に
問
い
合
わ
せ
が
相
次

ぐ
。
例
え
ば
初
年
の
所
得
が
3

0
0万
円
で
幻
年
の
収
不
が
3

割
下
が
る
見
込
み
な
ち
国
保
料

は
全
額
免
除
(
同
一
世
帯
で
他

に
収
入
が
な
い
場
合
)
と
な
る
。

低
所
得
者
へ
の
配
慮
か
ら
前
年

の
所
得
が
低
い
ほ
ど
減
免
割
合

(伊U)今年の国民健康保険料が20万円で、
同一世帯で他に収入がない場合

議! 前年所得が300万円の人

減免額 = (20万円 X 3 0 0万円-=- 300万円)

= 2 0 万円~ 室温~ 信託佐重

dh前年所得が0円もしくはマイナスの人

減 免額 = (20万円 xo円 -=-0円)

= 0 円~ i 司宮辺倒司

コロナ長引き特例措置に『穴J

も
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
初
年
の
所
得
が
0

円
で
幻
年
の
見
込
み
も
ゼ
ロ
だ

と
「
前
年
よ
り
所
得
が
下
が
っ

た
」
と
さ
れ
ず
、
特
例
対
象
と

な
ら
な
い
。
保
険
料
の
計
算
式

は
所
得
を
か
け
算
す
る
た
め
、

ゼ
ロ
や
マ
イ
ナ
ス
は
軽
減
額
を

出
せ
な
い
か
ら
だ
。
国
保
料
の

う
ぢ
所
得
割
は
な
い
が
、
均
等

割
な
ど
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

「計
算
上
対
象
外」

減免額の試算式

主な生計維持者の前年所得

世帯全員分の前年所得
年間保険料×

③ 
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滞納処分の執行停止

;所得未申告の場合は;
: 保険料軽減の対象外 j

軽減保険料の算出

E
L
W
 

なEν 付納のるあ

‘
行

が

A
s
i
i
i

履

カ
不
能

束
払

約

支

純

一

申
v

の護保平
ロ生

納付相談

- 分割納付
・納付誓約
・適正な所得申告

- 分割納付
・納付誓約
・条例による保険料減免
・条例による徴収猶予
・適E な所得申告

は

外

合

象
場

対
の
の

告
滅

申
軽

未

料
得

険
所
保

納付相談保
険
料
賦
課
決
定

保
険
料
軽
減

保
険
料
の
算
定

< 給与等の差押禁止の基準>
生活保護法における生活扶助の基準となる金額( 支給の基磁となっだ期間1月ごとに1 0万円と滞納者と空計をーにする配偶者その

他の親族があるときは、これらの者一人につき4万5干円を加算した額〉は差し押えることができない。

< 滞納処分の停止における生活困窮の基準>
滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行を停止することができる

とされている。 i生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない
程度の状態〈前述の生活保護法における生活扶助の基準となる金額で営まれる生活の程度〉になるおそれがある揚合をいう。

< 申請による換価の猶予>
納税者の負担の軽減を図るとともに早期かつ的確な納付の履行を確保する観点から、申請による換価の猶予の制度が設けられてい

る。財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある揚合には、滞納者の申請に基
づき、換価を猶予する。

② 
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③ 

差押禁止財産について
-・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・圃・・・・・圃・・・・・・・・・・・圃・・・・・圃・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・圃・・・圃・圃・・・・・圃・・圃・・・・・・・・・・・・・

【概要】

滞納者の最低限の生活保障、生業維持等の観点から、以下の差押禁止財産を定めている。

0  一般の差押禁止財産
滞納者及びその者と生計をーにする親族の生活に必要な衣服や食料等

O  給与の差押禁止
生活保護法における生活扶助の基準となる金額等
( = 支給の基礎となった期間1月ごとに10万円と滞納者と生計をーにする配偶者その他の親族があるときは、
これ6 の者一人につき4万5千円を加算した額)

0  社会保険制度に基づく給付の差押禁止
社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通思給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付

O  条件付差押禁止財産
農業に必要な器具や漁業に必要な器具、職業又は車業の継続に必要な機械J 器具等

「 ※ 舗を徴収することができ、換価が困難でなく、かっ、第三者の権利の目的となっていないものを提供したときのみ
t園田園圃園田園 ー園田園田園園田・ E ・ E ・- ーー園周園田園園園田園田園田園園田・園田園園田園園田園圃岡田園田園圃圃圃園田園田・ーーーーーーーーーーーーーー園田園醐圃圃園田園園

園 参考: 広島高等裁判所松江支部平成~ 年 1 1 月 2 7 日判決( 抜粋) L  
「本件預金債権の大部分が本件児童手当の振込みにより形成されたちのであり、本件児童手当が本件口座に振り込

まれた平成20年6月11日午前9時の直後で本差押がされた同日午前9時9分時点では、本件預金債権のうちの本件児
童手当相額はいまだ本件児童手当としての属性を失っていなかったと認めるのが相当である。 j

f処分行政庁において本件児童手当が本件口座に振り込まれる日であることを認識した上で、本件児童手当が本件
口座に振り込まれた9分後に、本件児童手当によって大部分が構成されている本件預金債権を差し押さえた本件差
押処分は、本件児童手当相額の部分に関しては、実質的には本件児童手当を受ける権利自体を差し押さえたのと変
わりがないと認められるから、児童手当法15条の趣旨に反するちのとして違法であると認めざるを得ない。 J
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③ 

滞納処分の停止について

「ーーーーーーー田園田園圃園圃圃園田園圃園田園田園田園田園田園田園田園ー四ー田園田園田園田ーー園田園田園

i  【概要】
i  すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分( 公売) を、 1  
1  一定の要件に該当した場合に猶予する。 j  

0  滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。。

※「生活を著しく窮迫させるおそれがあるときj とは、滞納者の財産につき滞納処分の執行をすることにより、滞納者が生活保護
法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいう。( = 支給の基礎となった期間1月ごとに
10万円と滞納者と生計をーにする配偶者その他の親族があるときは、これらの者一人につき4万5千円を加算した額)

0  その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

0  差押えの解除
停止の期間内は新たな差押えをすることができず、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しな

ければならない。

0  延滞金の免除
停止の期間に対応する部分の金額に相当する延滞金額を免除する。

※ 滞納者が自発的にその停止に係る保険料を納付したときに、その納付金をその停止に係る保険料に充てることは差し支えない。

※ 滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る保険料の消滅時効は進行する。

※ 滞納処分の停止が取り消されないで3年間継続したときは、納付する義務は当然に消滅する。
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③ 

生活困窮者自立支 度における他制度との連携について

0 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、任意事業の活用や他制度
との連携により、本人の状態像に応じたきめ細かい支援を実施することが重要。

0 また、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

逼携通知閣で示した連携の例 日 ・必要に応じ、生活保護へのつなぎ、生活保護脱却後 日 ・ひとり親家庭特有の課題や、複合的な課題ヘ
の困窮者制度の利用( 連続的な支援) . - ~ . . " ~ . _ - ~ . ~  11 の連携した対応

(注) r生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」
(平成27年3月27日付け事務連絡) 等

・ハローワークとのチーム支援やJ、口一
ワークのノウハウの活用

- 求職者支援制度の活用

- 支援調整会議と子ども・若

者支援地域協議会の連
携( 共同開催等)

・子ども・若者総合相談セン
ターとの連携

- 多重債務者に対する専門
的な支援との連携

- 農林水産分野における就労
の場の確保

一 ・児童養護施設退所後の子どもの支援等

- 本人の意向を踏まえつつ、障害の可能

性や世帯の生活課題への連携した対
応

- 障害者支援に係る専門性の生活困窮
者支援への活用

- 認定就労訓練事業の担い手確保等

- 介護保険制度の要介護、要支

援にとどまらなs 費者の生活
課題への連携した対応

- 地域ネットワークの整備等に係
る連携等

- 納付相談に訪れる者のつなぎ

. 国民年金保険料免除制度の周
知等

・子どもの状況の背景にある世帯
の生活課題への対応

- 高等学校等の修学支援等

- 矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供等
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|  令和 2年度病床機能再編支援事業の交付実績 I  

l  ぶ 交付実績 !  

33道府県

143医療機関

. 2，846床

8床

. 2，404床

-g04床

高度急性期( ※ 3)

急性期( ※ 3)

県
関

一
床

“床

4

機

一
お

8

療

一
γ山

医
企

G
J
 

執行額 9.0億円 56.7億円

※1 ①と②の両方について実績がある都道府県があることから、計( ③) は①と②の合計と一致しないことがある。
※2 支給対象病床数は、「高度急性期・急性期・慢性期の減床数」から「回復期・介護医療院への転換数Jを減算して算出
※3 支給対象医療機関における当該機能の総病床数について、再編前後を比較した数

A病院における再編事例

【再編前】

高度急性期 :0床、 急性期 :413床、

l't:::J可 【再編後】

~  高度急性期 :6床 (6床) 、急性期 :389床(企2 4床)、

回復期 :34床、 慢性期 :31床

回復期 :40床(6床)、 慢性期: 0床(.31床)
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【医療介護総合確保促進法に基づく事業区分別】

1. 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業【事後評価】

地域医療構想、調整会議活性化事業{ 長野県} 総事業費( 計画期間の総額: 45 706千円→35，421千円 E
( う ち基金~ 千円→3 5 ， 4 2 1 千円-

くアウト力ム指標〉
病床機能毎の病床数 高度急性期 :0床→O床、急性期: 513床→391床く逮成> 、回復期: 487床→521床く達成〉、慢性期: 564床→364床く達成〉、

休床等: 36床→O床< 達成〉、 計: 1，600床→1，276床く達成〉

くアウトプット指標〉
セミナーの開催回数: 2 回く達成〉、分析データを活用する調整会議の開催: 延べ40回く延べ37回〉

く事業の内容〉

・地域医療構想、の達成に向けた取組を推進するためのセミナーの開催 ・分析結果を地域医療構想アドバイザーと共有し調整会議での協議に活用
- 地域医療構想、の議論をより活性化させるため、病床機能報告や医療計画策定支援データブックだけでは把握できない、医療機関ごとに対応している患者
の疾病・重症度や患者の受療動向を分析

く有効性〉

客観的な分析三三三多を周いてよー地域医療構想、調整会議を開催しJ 病床機能の転換等を検討て実 施することで、必要となる病床の確保や削減を図ること
ができた。

く効率性〉

客観的なデータを用いて、将来の提供体制を構築することは、過不足のない医療資源の確保につながり結果として効率性が担保できた。

⑧
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( 高齢化の進展度合いから売ると、裂が留の総会保障給付の水準は相対的に低い)

次lこ、高齢化率 (65歳以上人口が会人口に占める割合) との関係で O E C D加盟国の社

会保障給付の規模を見てみると、高齢化が滋媛しているほど社会支出の対国内総生産比が

高くなる傾向が見てとれる。我が国の高齢化率は O E C D諸国の中で最も高く、 O E C D加

盟国の平均を大きく上回っているが、社会支出の対国内総生産比については、先ほども見

たとおり O E C D加盟国の平均をやや上回る程度であり、高齢化の進展度合いから見ると、

我が留の社会保障給付の水準は相対的に低いこ;とが見てとれる( 図表 1-2圃 3)。

窺
が
留
経
涜
社
会
の
中
の
社
会
保
障

制限社会支出の包際比 較叫 隼 }置霊蓬I f.M

• 日本

... 

(%) 

3S 

3 0  

k
d

伶

u
a

J

、

n
u

今

必

『

，

-

e

'

5
4
E

s  

。。
ぬ
脳
内

151*  

ξ寓蹴他串

資料: 保co rぬdalEXpeωltvre Qatぬお封、縄事射線については附αtdDevel術開。tlndit説悦; J .

1議会 1. 高齢化継と低金人口1ζ古める6 5創えk人口観念.
' 2 . メ キシコ につωて肱下 2 0 1 1 年ぬ値老婆( ~ 算出じ ている. え 士

3..tj ) しもプロヅトの留はも勝通貨審金 (IM F > の定義!と基ヴ〈語溝援護留でおるー

10 5  

③ 16 I平成29綿 一 舗
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第畿のお取し込み

R S S  [ 房至福一分示_ " ~ " " ' _ _ . ' ' ' A二二三

ザイトマップホーム

Google+ fac唾b o o kTwltter 

会主主賓内踊嵐広ついて広告について嵐薗銅介福祉の本こユース

j  アクセスラシキ〉グ

l; m … 聞 を日本知的淘望書寄宿~ . 会 . . .

一…、府内一一…一一一一.-....---一一『一一"

f運営￡不安J 7 M  EJ立2・
lMtームの実2・2・資

鱒復傷者訟の自立生活E援助、人
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2 0 1 9年 0 1月0 7日

2 0 4 0 年問題への対応が注目を浴びています. 団塊の世代が 7 5歳以上にな

る 2 5年問題から、さちに高齢者が増えピークに達し、日本の社会保障制度は最

大の山場を迎えます. 厚生労働省は 1 8年 1 0 月に大臣を本部長とする 4 0年問

題に向けた改革本部を設置しました. 現在の議論は、持続的主主社会保障制度への

分水嶺と言えるでしょう. そこで、 4 0 年に向けた社会情勢の変化と、厚労省と

しての問題意識について、童書木俊彦・厚生労働事務次官に尋ねました.

との尚一歩rc n . ~ \ Ø  1  J  1  

当初は2カ 月川 紀州 !  
?  を見込んでいたが、最近は毎月 i  

I  1件ほどの利用があります !  
l  _ ~ ~ : ! ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ i ~ ~ ! ~ 吋. c o . j p …レj

ギ ノ溢

ニッポシの抱強t
現場から

。
高齢化がピークを迎える 2 0 4 0年に向けた取り組みが、政府塗体で進んでいま

す. その頃にはどういう社会紋況になっているのでしょうか

一側一これまで、問塊の世代が 7 5歳となる 2 5年を見据えた社会保障・税一体改革

を進めてきましたが、 1 9 年 1 0 月に予定されている消費税の引き上げで区切り

を迎えます.

4  0 年代というのは、いわゆる団塊ヲユニアが高齢者になり 、高齢化のピーク

を迎える時期. これを見据え、新たな時代の社会保障ビジョシを梅築する必要が

あるのです.

③ 
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す. 高齢者が急増す

に現役世代が急減す

2  5 年までと、それ以降では、人口の局面が相当変わり

る問題への対応から、高齢者数の伸びが緩やかになる代わ

る問題へと、主題が移るのです.
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4 %と 2 ポイント程度しかよがりません.
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これは現在のスワエーデンやフランスよりち低い水増で

急増で負担しきれないという状況ではないj ということを

なるのですね

1 5 " " 6 4歳の生産年齢人口は 1 8年に 6 5 8 0万人だっdたのが、 4 0年には

5  6  5  0万人程度に滅ります. 特に、信祉や医療の担い手{ 立、 4 0年に 1 0 6 0  

万人必要と見込まれます. 現在の 8 2 3万人ですら入手不足が叫ばれているにも

かかわらずです. これにどう対処す否かということなんで雪io

社会の支え手であ否現観世代が怠滅する問題の. . が大き

したがって、今後とあペき方向性は、健康寿命の延伸と、 |医療・徳祉の生産性

向よのこつです.

健康寿命を延ばして働き手を増やすとともに、より少なし司人材で、できるだけ

多くの質の高い給付・サーピスを実現できるよう、生産性を|高めるということで

す.

調匝のシートづくりのノ

ワハつを生かした fス
ポッとチェアJ ( 丸護

工幾}

利用事Eの憲懇唱E大切に

介寝りフト fつあペー

ハーネスライトJ (鎌

式会主士モリトー》

厚労省は 1 8 年 1 0 月、 犠本匠・ 厚労大痘を本観震と する r l ~ 0  4  0 年を農認し

た社会保問・鋤き方改革本都j を讃置しました. メシパーには省内の局長がすべ

て入っています

先ほど申しょげたこつの方向性が出発点です. 部局横醗で I(  1  ) 鑓康寿命延伸

( 2  ) 医療・福祉サービス改革 ( 3 ) 高齢者履用 ( 4 ) 地域共生一ーという四つ

のプロジェクトチームを発足さぜました. 健康寿命と医療・福祉ザーピス改革

は、今夏に向けて改革プランを策定します.

底療・福祉改革では、 1 C  T  ( 情報通信技術) やA 1  ( 人工知能) 、ロポット

などの活用・実用化を速やかに進めます. 介護の場合、人材{ 注生身の人間にしか

できない対人援助に注力する体制を確立します. I  

サービス提供や業務プロセスち、効率的で質の良いサービスを実現するよう組

み立て直すべきです. 組織マネラメントについてち、法人の連携や合併ち含め、

どうすればパワーアップできるかを考えたいですね.

¥  

@  

2 5年度以障の社会保問舗鹿で負担の麗治は出てこないのでじょうか

社会保障において給付と負担の在り方の議論は避けて通れ寝せんが、今後、局

面が変わる中では、健康寿命延伸や生産性向上というマンパつーに関わる問題を

解決しないことには、サーピスや給付が成り立たないのですバ今後は、 f給付と

負担J と fマンパワーJ の問題を車の碕鎗として取り組む必要があります.

紙製肺炎の・5・で織司書

分野の研修会が中止に

兵庫県ではネットで有罪

ぷリーンオシミーを湾 j  
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l りットJレ1 円以下の

自食111水 新型腕炎への
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2021 年 11 月 27 日（土） 

長野県国保改善運動交流集会への報告 

 松本市国保運営協議会の運営の改善と情報の公開を求める 

とりくみの到達と課題 
                 松本地区社保協 

                         事務局長 湯浅健夫 

はじめに 

 松本地区社保協は、この間毎年実施している自治体キャラバンを中心に、県下一番高い国

保税の引き下げ、各種減免制度の拡充等を求めるとともに、それらを審議する国保運営協議

会の運営の改善と情報公開を一貫して求めてきた。 

 

１．運営協議会の運営の改善・情報公開を求める活動の経過について 
 ＜2013 年度キャラバン＞（2014 年 1 月 30日付け回答） 
  （資料配付）「傍聴者に配付します」 

  （議事録の公表）「今後検討します」 

  （委員の公募）「（委員は、国保事業に精通が求められるので）公募は今後の課題とします」   

 ＜2015 年 2 月開催の運営協議会＞ 

  （配付資料）（議事録）ホームページ上で公表 

 ＜2014 年度キャラバン＞（2015 年 3 月 9 日付け回答） 
  （委員の公募）「（委員は、国保事業に精通が求められるので）公募は今後の課題とします」   

 ＜2015 年度キャラバン 実施せず＞ 

 ＜2016 年度キャラバン＞（2017 年 1月 20 日付け回答） 

   （委員の公募）「委員の任期は H30年（2018 年）9月まで。H30 年度県単位化されるので、県

及び各市の状況を注視します」 

＜2017 年度キャラバン＞（2017 年 11 月 9 日付け回答） 

（委員の公募）「公募委員については、平成 30 年 10 月からの新しい任期の委員改選の折に検

討します」 

＜2018 年 10 月 1 日付けで公募委員 1名委嘱> ⇒松本民商会長Ｍ氏(任期は、2021 年 9 月まで) 

＜2019 年 8 月開催の運営協議会＞ 

  「公募委員の要望で、各委員に所得段階別収納率及び世帯主年齢別納付率の一覧表と全

国商工団体連合会の国保制度改善の提言書を配付させた」 

 ＜2021 年 9 月任期切れの運営委員の改選時、公募委員を 2名に増員＞ 
   ⇒こうした公募枠の拡大を踏まえ、加盟団体に積極的に「応募」するよう要請。その結果

関係者 2名が応募。結果、松本民商副会長Ｕ氏と松本地区社保協事務局長湯浅の 2名が委

嘱された。任期は、2021 年 10 月 1日～2024 年 9月 30 日までの 3年間。 

  尚、毎年発行している「松本市の国保」を H30 年版からホームページ上で公表させた。 

 

 ２．こうした運営協議会の運営の改善・情報の公開を勝ち取れた教訓と今後の課題  
  ①毎年実施している自治体ｷｬﾗﾊﾞﾝで粘り強く要望・懇談をしてきた事が成果につながった。 

  ②2016 年国保税の大幅引き上げ（13.95％）に反対する自治体交渉・議会請願、2017 年国保

税の引き下げを求める市議会への請願、2018 年の市長への要請活動などが連続した活動が

改善につながった。 

  ③こうした地区社保協のとりくみと連携して、日本共産党市議団が市議会での論戦したこと。 

  ④今後、運営協議会での活動と連携して社保協を中心とした住民運動、議員団の議会での追

及などのよって県下一番高い国保税の引き下げ、各種減免制度の拡充を目指していきたい。 

   ⇒別表では明らかなように、所得段階別納付率では、全体の納付率より低い所得階層は、

全体の約 32%の世帯を占める所得 100 万円台～200 万円台（5割・2割軽減のﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲｲの階

層）と所得申告をしてない所得不明者。また、世帯主別では 40歳未満の世帯の納付率が低

い。明らかに若年齢層の非正視労働者の納付状況は深刻である。 
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運動が実った補聴器助成（南牧村） 

 

南牧村村議・佐久生健会会員 

市川 はる子 

 

 

第1条

（目的）

第2条
　事業の対象者は、南牧村に住所を有し、現に居住している18歳以上の次のいずれかに該当

する者。

 （1）聴覚障害による身障手帳を所持していない者で、補聴器を必要とする者

 （2）身障手帳を所持していて補聴器を補装具と購入したが、購入費の1割を超える自己負担額

がある者。

第3条

（助成額）

第4条
　補聴器購入費助成を受けようとする者は「南牧村補聴器購入費助成申請書」に医師の意見を
受け、補聴器購入費に係る領収書または補装具購入が確認できる書類を添えて、費用を支
払った月の翌月から起算して1年以内に、村長に提出しなければならない。

 ２　医師の意見書は、様式によりがたい場合には、同内容に記載されたものであれば可とす
る。

 ３　申請は、同一年度中1人1回限りとする。

第6条
（交付）

　村長は、助成を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

付　則 　この要綱は、令和3年4月から施行し、施行日以後に購入した補聴器について適用する。

予算額

令和3年度

実績 　１件５万円

南牧村補聴器購入費助成事業実施要綱（抜粋）

　この要綱は、聴力機能の低下によりコミュニケーションがとりにくい者に対し、補聴器の購入に
要する費用を助成することにより、日常生活を営む上でのよりよいコミュニケーションを確保する
するとともに、積極的な社会参加を促すことを目的とする。

（対象者）

　助成額は、補聴器購入費または補装具購入費の1割を超える自己負担額の2／3以内とし5万

円を上限とする。

 ９件５０万円

（申請）
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長野県民医連事例報告：20211127 

「コロナ禍を起因とした困窮事例報告」 

長野県民医連 石川徹 

 

調査概要  

１．事例収集目的 

 コロナ禍のもとで、地域に広がっている困窮の実態を明らかにして社会的に発信し、県民

が安心して暮らしていけるよう、国の責任において社会保障制度の拡充、公的支援の強化を

求めていくことを目的に、長野県民医連加盟事業所に向けて報告を呼びかけた。 

 

２．報告対象事例 

 「コロナ禍を起因とした困窮に至った事例」とし、①各事業所（医科、歯科、介護、薬局

等すべてを対象）でかかわった患者、利用者、その家族等に関わる事例、②事業所周辺地域

を対象として実施しているコロナに関わる生活相談や電話相談に寄せられた事例などを対

象とした。 

 

３．提出方法 

 「コロナ禍を起因とした困窮事例（報告書）」に記入し、事業所、法人を通じて提出する

こととした。 

 

４．対象期間 

 新型コロナウイルス感染拡大 ～ 2021 年 3 月末迄の期間   

※最終集約：2021 年 9 月 30 日（木）とした。 

 

５．１０月１日現在の集約状況 

 長野県内集約：44 事例を集約 そのうち 30～60 代の 26 事例をまとめた。 

 

６．個人情報の取扱いについて 

 報告書には個人名、生年月日など個人が特定される情報を記載しないこと、また、発表に

あたって個人が特定されることがないよう配慮することとした。なお、各事業所において、

事例提出にあたっては、それぞれの法人・事業所の個人情報の取扱い等の規定に従うことと

した。 

 

≪まとめについて≫ 

 今回は、全報告事例の中から、コロナ禍によって本人、または家族の収入減、失職、廃業・

倒産による困窮の実態が明確に記載されている 44 事例のうち 30～60 代の 26 事例にし

ぼり、まとめを行った。 

困窮の背景として、コロナ禍以外の要因が考えられる事例は除外した。 
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７．まとめ 

 

 

【性別】： 男性 14 人 53.8％ 

（30 代 1 人、40 代 2 人、50 代 9 人、60 代 2 人、） 

     女性 12 46.2％ 

（30 代 3 人、40 代 2 人、50 代 7 人、） 

 

 

【年代】： 30 代 4 人 15.4％ 

     40 代 4 人 15.4％ 

     50 代 16 人 61.5％ 

     60 代 2 人 7.7％ 

 

 

【職業】： 無 職 7 人 26.9％ 

派遣・契約 7 人 26.9％ 

パート・アルバイト 9 人 34.6％ 

自営業 3 人 11.6％ 

 

 

 

 

 

【特徴】 

性別は、男性 14 人（53.8％） 女性 12 人（46.2％） ※後半、男性が増えてきた。 

年代は、30 代 4 人（15.4％）、40 代 4 人（15.4％）、50 代 16 人（61.5％） 

 ※50 代が 61.5％と 6 割りを占めた。 

職業は、無職 7 人（26.9％） 派遣・契約 7 人（26.9％）  

    パート・アルバイト 9 人（34.6％）  ※非正規雇用が、16 人（61.5％） 

     ※不安定雇用が 6 割を占めた。無職の方も非正規からの失業が半数いた。 

男, 14

女, 12

性 別

松本, 
12, 

諏訪, 1

上伊那, 
10

飯伊, 3

報告事例

30代, 4

40代, 4

50代, 
16

60代, 2

年 代

無職, 7

派遣・契約, 7

アルバ

イト・

パート, 
9

自営業, 
3

職 業
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（ ↓↑→ 複数回答可） 

 

【特徴】 

困窮要因として、「失業」で 19 人

52.8％と最も多かった。僅かな貯え

しかない世帯は、一気に困窮へと陥

る。 

 

 困窮状況は、「所持金わずか」が 10 人 27.8％と 1,000 円をきって、ギリギリまで追い

つめられて、SOS 発信している。合わせて、保険料の滞納、借金など重層的になっている。 

また、「受診控え」11 人（30.6％）と深刻な状況も明らかになった。 

 

 転帰は、無料低額診療事業の活用 15 人 55.6％、国保 44 条の活用 1 人 3.7％、生保  

6 人 22.2％となった。 

コロナ禍でも、公的な制度の国保 44 条の活用がすすんでいない。要因として、保険料の

滞納があると対象にならない規定があり、活用を妨げている。 

 ※この規定の廃止と適応期間 3～6 ヶ月 ⇒ 12 ヶ月まで延長が必要になっている。 

  （別表、参照） 

19

4

13

0

5

10

15

20

失業 事業収入減少 就労収入減少

事例の困窮要因

事例の困窮要因 36

失業 19 52.8%

事業収入減少 4 11.1%

就労収入減少 13 36.1%

事例の困窮状況 32

受診控え 11 30.6%

所持金わずか 10 27.8%

罹患・増悪 1 2.8%

住居問題 2 18.2%

その他 8 22.2%

事例の転帰など 27

国保44条 1 3.7%

生保 6 22.2%

自力継続・改善 2 13.3%

フォロー中 2 7.4%

無料低額診療事業 15 55.6%

転居・不明 1 3.7%

11 10

1 2

8

0
2
4
6
8

10
12

事例の困窮状況

1

6

2 2

15

1

0

5

10

15

20

国保44条 生保 自力継続・改善 フォロー中 無料低額診療事業 転居・不明

事例の転帰
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★国保 44 条の「滞納適用」は、24 市町村にとどまっている ※有効期間 3-6 ヶ月 
CODE 市町村 有効期間 滞納対応 備考

1 長野市 3 その他
2 松本市 3 滞納適用 ★2020年9月～滞納適用
3 上田市 6 その他 適用条件なし
4 岡谷市 無回答 無回答 無回答
5 飯田市 3 その他 滞納となった経緯を確認
6 諏訪市 3 完納条件
7 須坂市 無回答 滞納適用
8 小諸市 3 無回答
9 伊那市 6 滞納適用

10 駒ヶ根市 6 完納条件
11 中野市 無回答 無回答
12 大町市 3 滞納適用
13 飯山市 3 滞納適用
14 茅野市 6 滞納適用
15 塩尻市 3 滞納適用
16 千曲市 無回答 無回答
17 佐久市 6 滞納適用
18 東御市 定めていない 滞納適用
19 安曇野市 無回答 無回答
20 小海町 6 滞納適用
21 川上村 3 完納条件 国民健康保険税の完納
22 南牧村 6 その他 ケースなし
23 南相木村 無回答 無回答
24 北相木村 無回答 無回答
25 佐久穂町 6 完納確約 完納又は完納確約が条件
26 軽井沢町 6 滞納適用
27 御代田町 6 滞納適用 有効期間は６月以内
28 立科町 無回答 無回答
29 青木村 無回答 無回答
30 長和町 無回答 無回答
31 下諏訪町 3 完納確約
32 富士見町 6 滞納適用
33 原村 6 滞納適用
34 辰野町 無回答 無回答 有効期間等無回答
35 箕輪町 6 完納条件
36 飯島町 6 完納条件
37 南箕輪村 6 滞納適用
38 中川村 無回答 無回答
39 宮田村 無回答 無回答
40 松川町 無回答 無回答
41 高森町 3 完納確約
42 阿南町 無回答 無回答
43 阿智村 6 無回答
44 平谷村 無回答 無回答
45 根羽村 無回答 無回答
46 下條村 3 完納確約
47 売木村 無回答 滞納適用
48 天龍村 無回答 無回答
49 泰阜村 6 滞納適用
50 喬木村 3 その他 村長の判断による
51 豊丘村 無回答 無回答
52 大鹿村 3 その他 状況に応じて
53 上松町 無回答 無回答
54 南木曽町 3 その他 定めなし
55 木祖村 3 滞納適用
56 王滝村 6 滞納適用
57 大桑村 3 無回答
58 木曽町 無回答 無回答
59 麻績村 6 滞納適用
60 生坂村 無回答 無回答
61 山形村 6 滞納適用
62 朝日村 無回答 無回答
63 筑北村 無回答 滞納適用
64 池田町 12 その他 保険税自体が条例により免除となる
65 松川村 3 完納確約
66 白馬村 無回答 無回答
67 小谷村 3 無回答
68 坂城町 3 完納確約
69 小布施町 6 完納確約
70 高山村 定めなし 滞納適用
71 山ノ内町 3 完納確約
72 木島平村 無回答 無回答
73 野沢温泉村 6 無回答
74 信濃町 3 完納確約
75 飯綱町 無回答 無回答
76 小川村 3 滞納適用
77 栄村 無回答 無回答
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【事例の特徴と事例紹介】 

①非正規雇用など経済的不安定層に、コロナ禍が追い打ちをかけ一層困窮に陥っている 

もともと経済的に不安定な非正規雇用層は、生活相談の時点で所持金もわずかという事例が多

い。すでに税・保険料等、公共料金の滞納や借金等もあり、特定給付金も焼け石に水で、生活を立

て直して安定させるには不十分。 

生活保護利用も、車の所持、持ち家のためにあきらめるケースが少なくない。雇い止めによる退寮

や、家賃の支払い遅滞等によって住まいを失い、車上生活になった事例が 1 件報告。 

＜追加事例①＞ 

②コロナ禍で仕事がなくなり、体調が悪かったが医療にかかれず、重症化した 

５０代一人暮らし。８年前に糖尿病を指摘されたが中断。2020 年夏頃からむくみと目のかすみ

があり、11 月に受診した際はむくみで目も開けられないほどで緊急入院。国保証が発行されてお

らず、持ち金はほとんどなかった。とりあえず、１０００円だけおさめて超短期証１ヶ月交付。弟

と造園業だったが、コロナ禍で仕事が激減し、生活困窮に。３年前から水道・ガスも止められてい

た。入院をためらったが、「このままだと命が危険」と入院を承諾。同時に生活保護申請し受理さ

れた。内科的な治療も功を奏し、１か月半後に退院。行政も立ち会い、「命のライフライン」を切

らないよう、５００円だけ支払って水道を開通してもらった。現在も生活保護利用しながら、仕事

のある時はしている。ただ、糖尿病がかなり進んでいたため、近いうちに透析導入を検討している。 

＜追加事例②＞ 

③元々経済基盤の弱い母子世帯にコロナ禍による仕事の減少が追い打ちをかけ、家賃滞納

による居住喪失。それでも生保は受けたくない。医療費は無料になり中断なし。 

30 代母子世帯、パート・アルバイト。年の瀬も迫った 2020 年 12 月、発達障害の子どもの受

診時に、家賃滞納で年内に立ち退きを迫られていると、SW に紹介。離婚後 5 人の子ども（内 2 人

に発達障害）をダブルワークで育ててきた。これまでも家賃は滞納しがちで何とか払ってきていた。

コロナ禍で飲食系の仕事が全くなくなり、コロナ特例の給付金などすべて利用しつくしても、払え

ず、水道ガス料金も滞納。ガス業者は理解あり分割払いで止められずに済んでいる。市の水道料金

も事情を聴いてもらえて止められずに済んでいる。電気料金は情け容赦なく止められるので、無理

してでも払っている。 

住居退去は裁判所を通して、アパートの管理機構より訴えれられている。その管理機構より、生

保の申請を勧められたので、市に一度相談したが車のことがあり申請に至っていなかった。コロナ

特例で、車を持っていても、一時的に生保が受けやすくなっていること、転居の費用が支給される

ので、収入が回復するまでの間だけでも利用したらどうかなど情報提供。生保申請予定だったが、

16 才になるお子さんから、生保に対して激しい反対（扶養調査や家庭訪問に抵抗感）があったの

と、車の保有は認められるものの、使途が事細かにお制限される説明を受け、生保申請取り下げ。

自力で頑張っている。発達障害の子どもの支援の側面からは、元々の母の仕事が大変すぎて、夜間

不在になることも多く、生保を受けて、昼間の仕事のみで、養育に余裕を持ってほしいと・・・・

要保護児童対策協議会対象家庭 

元々経済基盤の弱い母子世帯にコロナ禍による仕事の減少が追い打ちをかけ、家賃滞納による居

住を失う事態。生保特例（車保有使途制限かける必要があったのか・・・）を生かし切れなかった

市のケースワーク機能の不十分さ。根強い自己責任感と制度活用への抵抗感。 
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【求められる制度改善や施策など】 

①困窮に陥っても、安心して必要な医療が受けられるよう十分な施策に拡充すること。 

無職、非正規雇用、業務請負・個人事業主、自営業は、おおむね国民健康保険の加入者で

あり、国民健康保険の改善が急務となっている。 

１）保険料（税）と医療費の一部負担金の減免・免除制度の拡充を行うこと。 

・高額な国民健康保険の保険料（税）を引き下げること 

・コロナ禍による収入減少に対し、国の財政支援を受けて市町村保険者が条例に基づき国民

健康保険料（税）、後期高齢者医療保険料を減免できる。該当する被保険者がもれなく減

免されるよう、広報で申請方法等の周知を徹底すること 

・一部負担金について、国民健康保険法 44 条に基づく減免制度の適用要件（滞納要件）を

広げ、対象者を拡大し、手続きを簡素化して利用しやすい制度にすること 

 

２）コロナ禍において実施された国民健康保険の改善施策を継続、恒常的に実施すること。 

・新型コロナウイルス感染症の感染対策として実施した施策のうち、これまで国民健康保険

に制度がなかった傷病手当金支給については、新型コロナウイルス感染症への対応に限定

せずに、適用要件を広げ、恒常的な制度にすること 

・資格証明書が交付されている場合でも、新型コロナウイルス感染症で受診する場合は資格

証明書を短期保険証とみなすという施策が実施された。被保険者を事実上無保険状態にす

る資格証明書発行はやめること。少なくとも治療が必要な時には、2009 年 1 月 20 日

付厚生労働省事務連絡に基づき、即、短期被保険者証を交付することを徹底すること 

 

②どんな時でも生活保護制度申請は、扶養義務照会を止め、必要な時にためらわずに利用で

きる制度にすること。 

・コロナ禍にもかかわらず、10 月 1 日から生活保護基準の引き下げが実施された。この生

活保護基準引き下げを撤回するとともに、この間引き下げられた生活扶助基準、住宅扶助

基準、冬季加算を元に戻すこと 

・今回の事例では、持ち家、車所有のために生活保護申請をあきらめている方がいた。 

生活用品として車の所有を認めること 

 

【総括】 

今回の事例は、各病院が多くの方に〝無料低額診療事業〟の活用で対応しています。しか

し、この制度は初診時の緊急避難的な利用にとどまります。必要な治療を継続するためには、

公的な社会保障制度の拡充が求められます。 

多くの県民が、自助という自己責任の名のもとに限界まで我慢して、所持金わずかでライ

フラインも止められて、生活相談や医療相談につながるケースがありました。それでも生活

保護を拒否する方がいます。生活保護は、「悪」とういスティグマを、払拭していくことが

求めれます。 

県民のいのちと暮らしを守るために、権利としての社会保障の拡充を求めていきます。 

 

-42-



-43-



-44-


